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し
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。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
「
個
人
請
負
型
就
業
の
現
状
と
今
後
の
対
応
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
男
女
共
同
参
画
会
議
影
響
調
査
専
門
調
査
会
及
び
国
民
生
活
審
議
会
に
よ
る
提
言
等
を

踏
ま
え
、
平
成
二
十
一
年
に
厚
生
労
働
省
で
開
催
さ
れ
た
「
個
人
請
負
型
就
業
者
に
関
す
る
研
究
会
」
に
お
い
て
、
平
成
二

十
一
年
度
に
「
個
人
請
負
型
就
業
者
に
関
す
る
調
査
委
託
研
究
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
①
か
ら
⑤

の
政
策
的
対
応
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
省
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
「
雇
用

類
似
の
関
係
に
あ
る
請
負
自
営
業
者
の
労
働
者
性
に
関
す
る
調
査
研
究
」
及
び
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
「
雇
用
類
似
の

関
係
に
あ
る
個
人
請
負
事
業
者
の
労
働
者
性
に
関
す
る
調
査
研
究
」を
行
い
、そ
れ
ら
の
結
果
も
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結
果
、

御
指
摘
の
①
、
②
及
び
④
に
つ
い
て
は
、
個
人
請
負
の
在
り
方
は
業
種
、
職
種
等
に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
一
律
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
判
断
基
準
を
示
す
こ
と
と
は
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
③
及
び
⑤
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
に
同
省
が
作
成
し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
「
知
っ
て
役
立
つ
労
働

法
」
に
お
い
て
、
業
務
委
託
又
は
請
負
の
契
約
に
基
づ
き
就
業
す
る
際
の
留
意
点
に
つ
い
て
の
解
説
及
び
労
働
関
係
法
令
の

適
用
の
有
無
を
整
理
し
た
表
並
び
に
労
働
問
題
に
関
す
る
相
談
窓
口
に
つ
い
て
記
載
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
同
省
の
ホ
ー

一



ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
周
知
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


